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（出典：平成28年度全国自治体病院協議会資料より作成）

○全国の病院に占める
公立病院の割合

296病院

676病院 28病院

292病院

356病院

○自治体病院の役割

※表の公立病院は、地方公営企業の病院、公立大学附属病院、地方独立行政法人病院を含む

※表の公的病院は、日本赤十字社、済生会、厚生連等が設置・運営する病院

 全国の病院に占める公立病院の割合は、病院数で１１％、病床数で約１４％。

 へき地における医療や、救急・災害・周産期などの不採算・特殊部門に係る医療の多くを公立病院が

担っている。

厚生労働省 医療施設動態調査（平成28年6月末）

自治体立

61.9%

( 187病院)

国立

5.3%

(16病院)

公的

15.6%

(47病院)

その他

17.2%

( 52病院)

へき地医療拠点病院

自治体立

37.6%

(105病院)

国立

16.8%

(47病院)

公的

18.6%

(52病院)

その他

26.9%

( 75病院)

救命救急センター

302病院 279病院

自治体立

40.2%

( 255病院)

国立

12.9%

(82病院)

公的

17.8%

(113病院)

その他

29.0%

( 184病院)

災害拠点病院

634病院

自治体立

40.1%

(117病院)

国立

14.4%

(42病院)

公的

21.2%

(62病院)

その他

24.3%

( 71病院)

地域周産期母子医療センター

292病院

自治体立

38.2%

( 13病院)

国立

5.9%

(2病院)

公的

23.5%

(8病院)

その他

32.4%

( 11病院)

小児救急医療拠点病院

自治体立

38.9%

(137病院)

国立

20.2%

(71病院)

公的

20.2%

(71病院)

その他

20.%

( 73病院)

地域がん診療連携拠点病院

34病院 352病院

病院数 病床数

930 224,315

(11.0%) (14.4%)

327 129,294

(3.9%) (8.3%)

282 93,100

(3.3%) (6.0%)

6,908 1,114,791

(81.8%) (71.4%)

全　　　体

国　　　立

公　　　立

公　　　的

そ　の　他

8,447 1,561,500

全国の病院に占める公立病院の役割
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基幹病院・サテライト型（青森県西北五医療圏の例）

再編・ネットワーク化（自治体病院間）

再編前

つがる市成人病
センター（92床）

公立金木病院
（176床）

鰺ヶ沢町立中央
病院（140床）

再編後

統合型（兵庫県三木市・小野市の例）

再編前

小野市民病院
（220床）

三木市民病院
（323床）

再編後

北播磨総合医療センター
（450床）

＜再編による主な効果＞

・ 広域連合内の医師数が増加
（51名→61名）するとともに、
中核病院の診療科が充実。
（16診療科→21診療科）

・ 関係医療機関において患者
情報を共有し、切れ目ない
医療提供を実現。

＜再編による主な効果＞

・ 医師数が増加（60名→80名）し、
診療科が充実。
（21診療科→33診療科）

・ 休止・縮小していた分娩や
小児救急を開始・拡充する
など、必要とされる地域医療
を確保。

つがる総合病院
（438床）

鶴田町立中央
病院（130床）

（つがる西北五広域連合）

つがる市民診療所（無

床）

（北播磨総合医療センター企業団）

かなぎ病院
（100床）

鶴田診療所
（無床）

五所川原市立西北
中央病院（416床）

鰺ヶ沢病院
（100床）

 地域全体で必要な医療サービスを提供できるよう、医師派遣機能等を有する基幹病院と日常的な医療を提供する

病院・診療所に再編し、これらをネットワーク化するなど、公立病院はじめ医療機関相互の機能分担と連携を推進。
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県・市統合型（日本海総合病院の例）

統合前

酒田市酒田病院
（400床）

山形県立日本
海総合病院

（528床）

統合後（H20.4～）

官・民統合型（兵庫県加古川中央市民病院の例）

統合前

神鋼加古川病院
（株式会社立）

（198床）

加古川市立
加古川市民
病院（411床）

＜統合による主な効果＞

〈日本海総合病院〉
酒田医療センターから診療科を移

行して、急性期病院として集約を図
り、手術件数の増加、平均在日数の
短縮を実現。

〈酒田医療センター〉
療養病床への移行（７科→２科）、

回復期リハビリテーション機能の強
化により、回復期・慢性期に対応

・ ２病院間の役割分担と、人員配置
の弾力化により、医師数の増加（87
名→94名）等を実現。

＜統合による主な効果＞

・ 民間手法を取り入れた価格交渉、
両病院の診療材料の統一等により、
コストの削減を実現。

・ 実質的に1病院に見立てた運営を
スタート。両病院間の人事異動を臨
機に実施し、業務運営の一体化を促
進。

日本海総合病院
（648床）

日本海総合病院
酒田医療センター

（114床）

（地方独立行政法人加古川市民病院機構）

加古川西
市民病院
（405床）

加古川東
市民病院
（198床）

（地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構）

（急性期） （回復期、慢性期）
役割分担

統合後

平成28年7月に
2病院を統合した
新病院を開院

再編・ネットワーク化（他自治体・民間との統合例）

（H２８．７～）

（H２３．４～）

加古川中央
市民病院
（600床）

病院事業債（特別分）を活用した事例 ①

統合前

筑西市民病院
（173床）

県西総合病院
[一部事務組合]

（299床） 【急性期を中心とした医療体制】

山王病院 [民間医療法人]

（79床）

医師の分散等による急性期医療機能の低下という課題解決を目的として、筑西市民病院と県西総合病院を統合し、（仮称）「新
中核病院」を整備

併せて県西総合病院の統合に伴う桜川市の医療機能低下に対応するため、新たに「さくらがわ地域医療センター」を整備
（山王病院（民間）による指定管理を想定）

機能を集約化することにより、地域内で二次救急医療まで完結できる体制を強化。

統合後

【回復期・慢性期を中心とした医療体制】

ネットワーク化

（H30.10～（予定））

＜ネットワーク化の内容＞
 病院機能の分化・連携
 ICTを活用した患者情報の共有化
 救急医療の連携

さくらがわ地域医療センター [指定管理]
（128床）

指定管理予定者の医療
資源や医療機能を活用

茨城県筑西市・桜川市内公立２病院と民間病院の再編・ネットワーク化（３病院を２病院へ再編統合）

（仮称）新中核病院 [地方独立行政法人]
（250床）
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病院事業債（特別分）を活用した事例 ②

高松市民病院と香川病院を移転統合して高松市新病院を建設し、塩江病院をその附属医療施設とする再編
「高松市新病院」：高松市医療全体の最適化を目指すリーディングホスピタルとして地域の医療水準の向上を図る
「附属医療施設」：山間部唯一の医療機関として多様な病態の初期医療等に対応するとともに、高松市新病院の後方支援病院

としての機能も担う

香川県高松市内の３公立病院の再編・ネットワーク化（３病院を２病院へ再編統合）

高松市民病院
（417床）

香川病院
（126床）

塩江病院
（87床）

統合前
（H21）

急性期

（仮称）高松市新病院
附属医療施設

（60床）

（仮称）高松市新病院
（305床）

山間部唯一の医療機関として、
多様な病態の初期医療や慢性
期医療に対応し、高松市新病院
の後方医療も担う

がん・救急・災害・感染症・へき地
医療に重点的に取り組む

急性期

統合後（予定）
（H30～）

急性期

急性期機能を
新病院
に集約

急性期

慢性期
慢性期

慢性期
慢性期機能を
附属医療施設

に集約

＜ネットワーク化の内容＞
 医師の相互派遣
 ICTを活用した医療情報システム

や物品管理情報システムの一元
化

 病態に応じた患者の転送等

ネットワーク化
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新公立病院改革プランにおいては、民間的経営手法の導入等の観点から行おうとする経営形態の見直しについて、新経営形

態への移行計画の概要を記載することとされている。見直しに関し、新ガイドラインに掲げられている選択肢は以下のとおり。

（１）地方公営企業法の全部適用 （２）指定管理者制度の導入 （３）地方独立行政法人化（非公務員型） （４）民間譲渡 （５）事業形態の見直し

① 経営形態の類型整理について

（２）現状（新公立病院改革ガイドラインにおける経営形態の見直し）

形態 定義 効果 留意点

（１）地方公営企
業法の全部適用

　地方公営企業法第２条第
３項の規定により、病院事
業に対し、財務規定等のみ
ならず、同法の規定の全部
を適用するもの。

　事業管理者に対し、人事・予算等に
係る権限が付与され、より自律的な経
営が可能となることが期待される。

　地方公営企業法の全部適用については、比較的取り組みやすい反面、経営の自由度
拡大の範囲は、地方独立行政法人化に比べて限定的であり、また、制度運用上、事業
管理者の実質的な権限と責任の明確化を図らなければ、民間的経営手法の導入が不徹
底に終わる可能性がある。
　同法の全部適用によって所期の効果が達成されない場合には、地方独立行政法人化
など、更なる経営形態の見直しに向け直ちに取り組むことが適当。

（２）指定管理者
制度の導入

　地方自治法第244条の２
第３項の規定により、法人
その他の団体であって当該
普通地方公共団体が指定
するものに、公の施設の管
理を行わせる制度。

　民間の医療法人等（日本赤十字社等
の公的医療機関、大学病院、社会医
療法人等を含む。）を指定管理者として
指定することで、民間的な経営手法の
導入が期待されるもの。

　本制度の導入が所期の効果を上げるためには、①適切な指定管理者の選定に特に配
意すること、②提供されるべき医療の内容、委託料の水準等、指定管理者に係わる諸条
件について事前に十分に協議し相互に確認しておくこと、③病院施設の適正な管理が確
保されるよう、地方公共団体においても事業報告書の徴取、実地の調査等を通じて、管
理の実態を把握し、必要な指示を行うこと等が求められる。

（３）地方独立行
政法人化

　（非公務員型）

　地方独立行政法人法の
規定に基づき、地方独立行
政法人を設立し、経営を譲
渡するもの。

　地方公共団体と別の法人格を有する
経営主体に経営が委ねられることによ
り、地方公共団体が直営で事業を実施
する場合に比べ、例えば予算・財務・
契約、職員定数・人事などの面でより
自律的・弾力的な経営が可能となり、
権限と責任の明確化に資することが期
待される。

　設立団体からの職員派遣は段階的に縮減を図る等、実質的な自律性の確保に配慮す
ることが適当。
　また、これまで実際に地方独立行政法人化した病院において、人事面・財務面での自
律性が向上し、経営上の効果を上げているケースが多いことにも留意すべき。
　なお、現在一部事務組合方式により設置されている病院で、構成団体間の意見集約と
事業体としての意思決定の迅速・的確性の確保に課題を有している場合にも、地方独立
行政法人方式への移行について積極的に検討すべき。

（４）民間譲渡

（５）事業形態の
見直し

　地域の医療事情から見て公立病院を民間の医療法人等に譲渡し、その経営に委ねることが望ましい地域にあっては、これを検討の対象とすべき。
　公立病院が担っている医療は採算確保に困難性を伴うものを含むのが一般的であり、こうした医療の提供が引き続き必要な場合には、民間譲渡に当たり
相当期間の医療提供の継続を求めるなど、地域医療の確保の面から譲渡条件等について譲渡先との十分な協議が必要である。

　地域医療構想においては、構想区域における医療需要や病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量が示されることになる。　これに加え、介護・福祉
サービスの需要動向を十分検証することにより、必要な場合、診療所、老人保健施設など病院事業からの転換を図ることも含め事業形態自体も幅広く見直し
の対象とすべきである。
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② 新公立病院改革ガイドラインに基づく主な地方財政措置について

（※）⑤は公営企業存続のケースもあり得る

移行時・移行後の施設・設備等に対する措置 移行時の退職手当、債務整理に対する措置

①地方公営企業法の全部適用 － －

②指定管理者制度の導入
○指定管理者制度移行後も、従来の建設改良
費の元利償還金に対する普通交付税措置等
の地方交付税措置を継続

○指定管理者制度の導入に際し必要となる退職
手当の支給に要する経費について、退職手当債
を措置

③地方独立行政法人化
　（非公務員型）

④民間譲渡

⑤事業形態の見直し
（診療所化、老人保健施設など
病院事業からの転換）

－

○病院事業債（特別分）
・病院事業債（特別分）を措置
（元利償還金の３分の２を一般会計から繰出
し、繰出額の60％（事業費の40％）を普通交付
税措置）（通常分は事業費の25％）

－

○新たな経営主体（一部事務組合、広域連合又
は地方独立行政法人（以下「一部事務組合等」と
いう））の設立及び既存の一部事務組合等への
参画に際し、構成団体の継承する不良債務に対
しては地方債の措置が可能

※公立病院と公立病院以外の病院との統合等により、公
営企業廃止となる場合には、不良債務等に対する地方
債や退職手当債を発行することは、現行制度では不可
能

○地方独立行政法人移行後も、従来の建設改
良費の元利償還金に対する普通交付税措置
等の地方交付税措置を継続

○不要施設の除却等に要する経費について、
一般会計から繰出すこととし、繰出金の一部に
特別交付税措置（公営企業廃止前の実施が必
要）

○病院施設の他用途への転用に際しては、経
過年数が１０年以上の施設等の財産処分であ
る場合、従来の元利償還金に対する普通交付
税措置を継続

主な地方財政措置
見直し内容

公営企業として
の位置づけ

公営企業廃止
（※）

再編・ネットワーク化に伴う措置

公営企業存続

経営形態の見直しに伴う措置
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※ 経常収支比率は、各年度末時点の加重平均である。
※ 指定管理の経常収支比率は、地方公共団体の病院事業会計と指定管理者の決算を合算したものである。
※ （ ）は病院数（建設中を除く）である。

(出典)地方公営企業決算状況調査
地方独立行政法人に関する決算状況調査

３．経営形態見直し後の経営状況の推移 （参考）H29.6.15
第５回研究会 参考資料
（事務局 提出資料）

地方独立行政法人における経常収支比率の推移について

資料６



経常収支比率等の指標から判断できる要因分析

○ 地方独立行政法人の経常収支比率は平成21年度以降、概ね低下傾向である
一方で、医業収支比率及び修正医業収支比率は平成24年度までの上昇傾向を
経て、平成25年度に低下し、それ以降は横ばいで推移している。

⇒ 経常収支比率が低下傾向となっている要因の一つは、「医業外収益の減
少」又は「医業外費用の増加」のいずれかであると考えられる。

医業外収益（運営費繰入金）に係る経営形態別の分析

○ 地方独立行政法人以外の経営形態は横ばいで推移しているが、地方独立行
政法人は平成21年度以降、経常収益に対する運営費繰入金の割合が低下傾
向となっている。

※ 一方、運営費繰入金以外の医業外収益・医業外費用の項目は、経常収支に与える
影響は大きくない。
→ 運営費繰入金以外の医業外収益が経常収益に占める割合は毎年度１％程度
→ 医業外費用が経常費用に占める割合は毎年度３％程度

○ 運営費繰入金が減少している地方独立行政法人に対して、その要因につい
て聞き取りを行ったところ、様々な取組により収支が改善し、収支差に対する運
営費繰入金が減少していることを確認。

（収支改善となった取組内容）
新規入院患者の確保による収益増、患者１人当たり診療収益の増加、
省エネルギー対策への取組による光熱水費の減少 など

地方独立行政法人における主な経営指標の推移①（収益面の要因）

【図①】 地方独立行政法人における経営指標の推移 ＜ 図①について ＞

⇒ 地方独立行政法人の経常収支比率が低下傾向となっている収入面の要因
は、経常収益に占める運営費繰入金の割合の減少であると考えられる。

⇒ 一方、経常収益に占める運営費繰入金の割合の推移は、地方独立行政法
人と他の経営形態で大きな差異がある。

【図②】 経営形態別の運営費繰入金対経常収益の推移

＜ 図②について ＞

資料７

地方独立行政法人における主な経営指標の推移②（費用面の要因）

【図③】 地方独立行政法人における医業収益に占める職員給与費比率、材料費比率、減価償却費比率の推移

【図④】 経営形態別の職員給与費比率及び材料費比率の推移 地方独立行政法人における主な費用の経営指標の状況

○ 職員給与費比率は、平成22年度及び平成27年度を除き上昇傾向となっている。

○ 材料費比率は、平成24年度以降、上昇傾向となっている。

○ 減価償却費比率は、概ね横ばいで推移している。

経営形態別：職員給与費及び材料費の経営指標の状況

○ 上昇傾向となっている職員給与費比率及び材料費比率は、経常収支比率が低下
傾向となっている費用面の要因であると考えられることから、他の経営形態の状況と
比較して分析。

○ 職員給与費比率については、経営形態の如何に関わらず、平成22年度以降上昇
傾向となっている。
⇒ 地方独立行政法人の職員給与費比率は平成25年度の上昇等を除けば、全体的
な傾向と概ね同様の推移となっている。

○ 材料費比率については、経営形態の如何に関わらず、平成21年度以降の低下傾
向を経て、平成25年度は上昇、平成26年度は低下した後、平成27年度に再び上昇し
ている。
⇒ 地方独立行政法人の材料費比率は平成26年度の上昇を除けば、全体的な傾向
と概ね同様の推移となっている。

⇒ 地方独立行政法人の経常収支比率が低下傾向となっている費用面の要因は、
職員給与費比率及び材料費比率の上昇であると考えられる。

⇒ 一方、職員給与費比率及び材料費比率の推移は、地方独立行政法人と他の
経営形態で大きな差異はない。

＜ 図③について ＞

＜ 図④について ＞



○ 図⑤及び図⑥は、地方独立行政法人により運営する病院数が平成21年度の21病院から平成27
年度は81病院に増加していることから、移行した年度別にグループ化して分析。

移行年度別の医業費用における経営指標から判断できる要因分析

○ 職員給与費比率は、上昇傾向となっているグループ（平成23年度及び平成24年度加入グルー
プ）がある。

○ 材料費比率は、全体の傾向と同様に、平成24年度以降、概ね増加傾向となっている。
○ 減価償却費比率は、全体的に横ばいで推移しているが、平成24年度以降の加入グループは地
方独立行政法人への移行後に増加幅が大きくなっている。

移行年度別の医業収支比率の推移から判断できる要因分析

○ 医業収支比率の減少幅が大きい３つのグループに聞き取りを行い、下記内容により減少傾向と
なっていることを確認。
・ 新病院移転に向けた入院患者数の調整等により延入院患者数の減少が生じたことに伴い、入院収益が
減少したことにより収支悪化となった。

・ 新規に設立した病院のため、患者確保に苦慮した一方で、病床規模に併せた職員を確保したため職員給
与費が割高となり収支悪化となった。

・ 再編・統合を控えていたが、前年度（H26）の職員数を維持したまま、入院患者数の制限（病床削減）を実施
したことにより収支悪化となった。

⇒ 地方独立行政法人により運営する病院個別の収支の状況を確認したところ、一部ではある
が、特に医業収支が悪化している病院があり、経常収支比率の低下傾向には、病院個別の要因
も考えられる。

【図⑥】 地方独立行政法人における
移行年度別の医業収支比率の推移

【図⑤】 地方独立行政法人における移行年度別の医業収益に占める職員給与費比率、材料費比率、減価償却費比率の推移

＜ 図⑥について ＞

＜ 図⑤について ＞

【参考】 地方独立行政法人における主な経営指標の推移③（移行年度別）

（ア） 「地方公営企業の抜本的な改革等に関する取組状況調査（平成28年3月31日現在調査）」の結果
当該調査から、各公立病院が経営形態の見直しに当たって課題と考えている事項について主なものを抜粋

（３）経営形態の見直しに関する課題について

（※）⑤は公営企業存続のケースもあり得る

合意形成・移行事務等の負担に関すること 設立団体の財政的な負担に関すること

○事業管理者の実質的な権限と責任の明確化（病院長
との明確化等）を図らなければ、民間的経営手法の導
入が不徹底に終わる可能性があること

－

○老朽化施設の改修内容・改修費用の負担を自治体と
指定管理者のどちらが負担することになるかの合意形
成が困難

○指定管理者による病院運営上の収支不足を自治体
が補てんするなど、財政的な負担が大きい

○地方独立行政法人への移行時及び中期目標の期間
において、財産的基礎の維持（債務超過ではないこと）
が求められているが、特に、退職給付引当金計上により
短期的に多額の負担が発生するため債務超過の解消
が困難

○民間譲渡に当たっては、特に、無償譲渡・有償譲渡の
選定や譲渡条件（価格設定、一定年数以上病院所在地
で運営することなど）の設定に係る合意形成が困難

○事業形態の見直しに当たっては、再編・統合等やネッ
トワーク化に伴い見直しを行う場合が多いため、病床機
能の役割、機能分化・連携に伴う負担のあり方に関する
合意形成が困難

○退職手当に係る資金手当が短期的に多額の負担と
なることがあること

見直しに当たっての主な課題
見直し内容

公営企業として
の位置づけ

公営企業廃止
（※）

（１）地方公営企業法の全部適用

（３）地方独立行政法人化
　（非公務員型）

（４）民間譲渡

（５）事業形態の見直し
（診療所化、老人保健施設など病院事
業からの転換）

（２）指定管理者制度の導入

公営企業存続

○経営形態の見直しに当たって、地域住民の理解を得
るために十分な説明等を行うなどに時間を要すること

○採算性の優先から、不採算医療や政策医療の安定
的かつ継続的な提供を損なう恐れがあること

○職員の身分や給与体系が変わる場合もあり、職員
（組合）の同意を得ることに時間を要すること

○公務員身分を失うことに伴い、都市部や近隣の他の
病院への転職等による退職者増加の懸念があること

○経営形態の見直しにより再編・統合等を伴う場合、複
数病院の人事制度や関係システムの統合が必要になる
こと

○民間譲渡に当たっては、採算性の観点から事業の撤
退・縮小のおそれがあること

○設立団体側の各種規定の整備に伴い、事務量が増
大すること
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（イ）個別団体への聞き取り

地方独立行政法人への移行を具体的に検討している公立病院が、移行に当たって課題と考えている事項について、

別途聞き取り調査を実施。

○ 退職給付引当金の計上について

・ 退職給付引当金の計上は、地方公営企業であれば最大１５年間の内で均等に分割計上することが認められているのに対し、

地方独立行政法人では同様の分割計上が、移行当初の中期目標期間（３～５年間）内でしか認められておらず、自治体の財政

的負担が短期間に集中してしまうこと。

○ 債務超過の解消について

・ 病院の経営改革のために地方独立行政法人への移行に取り組みたいが、地方公営企業時代の累積欠損金の解消ができず、

現状では移行できないこと。

・ 具体的な検討を行っていたものの、現状の病院の収支の改善ができず、債務超過を解消できなかったこと。

・ 債務超過の解消のためには、別途設立団体からの金銭出資等が必要となるため、設立団体が短期間に多額の財政負担を要

すること等の調整ができず、検討が進まないこと。

・ 短期間に多額の財政的負担ができない財政力が小さい自治体にとっては、地方独立行政法人に移行したくても移行できない。

○ 移行事務等に関するものについて

・ 例規等の整備による職員の事務負担が大きいこと。

・ 移行事務に関してのノウハウがなく、事務の一部を外部委託する場合もあり、その費用も多額となってしまうこと。

公立病院が考える地方独立行政法人への移行に当たっての主な課題

第５回研究会資料 資料９

収益に関する指標 費用に関する指標 その他

他会計繰入金対経常収益比率 職員給与費対医業収益比率 総収支比率

他会計繰入金対医業収益比率 材料費対医業収益比率 経常収支比率

他会計繰入金対総収益比率 減価償却費対医業収益比率 医業収支比率

一日平均患者数（入院） 委託料対医業収益比率 累積欠損金比率

一日平均患者数（外来） 医師数 病床数

患者１人１日当たり診療収入（入院） 医師平均給与月額 平均在院日数

患者１人１日当たり診療収入（外来） 医師平均年齢 病床利用率

医師１人１日当たり診療収入（入院） 看護師数 紹介率

医師１人１日当たり診療収入（外来） 看護師平均給与月額

看護部門１人１日当たり診療収入（入院） 看護師平均年齢

看護部門１人１日当たり診療収入（外来） 准看護師数

医師１人1日当たり患者数（入院） 准看護師平均給与月額

医師１人１日当たり患者数（外来） 准看護師平均年齢

看護部門１人１日当たり患者数（入院） 事務職員数

看護部門１人１日当たり患者数（外来） 事務職員平均給与月額

100床当たり医師数 事務職員平均年齢

100床当たり看護部門職員数 医療技術員数

100床当たり薬剤部門職員数 医療技術員平均給与月額

100床当たり事務部門職員数 医療技術員平均年齢

100床当たり給食部門職員数 その他職員数

100床当たり放射線部門職員数 その他職員平均給与月額

100床当たり臨床検査部門職員数 その他職員平均年齢

100床当たりその他職員数

経営指標に関する現状（決算統計上の経営指標） 資料１０第４回研究会資料



経営指標に関する現状（公営企業決算カード）第４回研究会資料

病院事業における「経営比較分析表(案)」について

病院事業

赤枠は他事業との共通部分

赤枠は他事業との共通部分

グラフ凡例

当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

平成27年度全国平均

※１　ド…人間ドック　透…人工透析　Ｉ…ＩＣＵ・ＣＣＵ 未…ＮＩＣＵ・未熟児室　訓…運動機能訓練室　ガ…ガン（放射線

※２　救…救急告示病院　臨…臨床研修病院　が…がん診療連携拠点病院　感…感染症指定医療機関　ヘ…へき地医療拠点病院　災…災害拠点病院

　　　地…地域医療支援病院  特…特定機能病院　輪…病院群輪番制病院

稼働病床（一般） 稼働病床（療養） 稼働病床（合計）

685 0 685

対象

1,279,594 一般病院の500床以上

人口（人） 類似区分

－

７：１ 直営 685 0 0 0 0 685 【】

全体総括

「施設全体の減価償却の状況」 「機械備品の減価償却の状況」 「建設投資の状況」

2. 老朽化の状況について

「収益の効率性①」 「収益の効率性②」 「費用の効率性①」 「費用の効率性②」

2. 老朽化の状況

1. 経営の健全性・効率性について

Ⅱ 分析欄

Ⅰ 地域において担っている役割

1. 経営の健全性・効率性

「経常損益」 「累積欠損」 「医業損益」 「施設の効率性」

救臨が災地輪 ■

看護配置 経営形態 許可病床（一般） 許可病床（療養） 許可病床（結核） 許可病床（精神） 許可病床（感染症） 許可病床（合計）

法適用 一般病院 53,660 23 ド透Ⅰ訓ガ 非該当

経営比較分析表
〇〇県〇〇病院

法適用区分 病院区分 建物面積（㎡） 診療科数 特殊診療機能　※１ 不採算地区病院 指定病院の状況　※２DPC対象病院

44,000

45,000

46,000

47,000

48,000

49,000

50,000

51,000

52,000

53,000

54,000

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 49,060 48,053 47,755 48,868 48,639

平均値 49,080 50,020 51,929 53,187 53,465

94.0

96.0

98.0

100.0

102.0

104.0

106.0

108.0

110.0

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 106.5 107.3 108.2 107.6 106.1

平均値 102.2 102.6 101.4 100.9 100.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 28.0 29.4 30.5 31.2 33.4

平均値 47.1 48.3 47.4 53.3 53.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 30.6 32.1 34.4 33.2 37.2

平均値 61.1 60.7 57.3 64.1 65.4

①経常収支比率(％)

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 24.7 22.3 18.8 50.2 51.4

平均値 108.3 105.1 104.9 98.2 95.0

88.0

90.0

92.0

94.0

96.0

98.0

100.0

102.0

104.0

106.0

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 102.5 103.8 103.9 103.6 102.1

平均値 95.8 96.9 95.9 94.0 93.7

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 92.2 81.6 79.5 80.4 77.5

平均値 81.2 80.8 79.9 79.2 78.9

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 56,310 61,154 63,187 63,847 66,348

平均値 53,029 55,426 56,897 57,846 59,540

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 14,872 14,586 15,773 16,803 19,046

平均値 13,395 13,880 14,548 15,205 16,375

47.5

48.0

48.5

49.0

49.5

50.0

50.5

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 49.9 49.6 48.8 49.1 48.5

平均値 49.3 48.7 48.4 49.6 49.7

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 30.1 29.9 30.2 31.0 33.7

平均値 26.2 25.8 26.4 26.4 27.4

②累積欠損金比率(％) ③医業収支比率(％) ④病床利用率(％)

⑤入院患者１人１日当たり収益(円) ⑥外来患者１人１日当たり収益(円) ⑦職員給与費対医業収益比率(％) ⑧材料費対医業収益比率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②機械備品減価償却率(％) ③１床当たり有形固定資産(円)

【98.7】 【53.6】 【89.5】 【72.7】

【24.1】【54.5】【12,429】【44,807】

【52.2】 【66.4】 【44,443】
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経営の健全性・効率性 （経営の状況）

指標 算式 指標の用い方・効果

１経常収支比率 経常収益÷経常費用
当該年度において、料金収入や一般会計からの繰入金等の収益で、医業費用や支払利息等の費用をど
の程度賄えているかを表す指標。

２累積欠損金比率
当年度未処理欠損金÷医業
収益

医業収益に対する累積欠損金（事業運営により生じた損失で、前年度からの繰越利益剰余金等で補塡す
ることができず、複数年度にわたり累積した欠損金）の状況を表す指標であり、累積欠損金が発生してい
ないことを表す0％であることが求められる。

３医業収支比率 医業収益÷医業費用
医業活動から生じる医業費用に対する医業収益の割合を表す指標であり、通常100％以上が求められる
が、不採算医療等を担う病院は医業収支の均衡の達成が難しいため、類似病院の比較等により状況を
把握・分析し、適切な数値となっているか、対外的に説明できることが求められる。

４病床利用率
年延入院患者数÷年延病床
数

病院の施設が有効に活用されているか判断する指標であり、新公立病院ガイドラインにおいて、病床利用
率が３年連続70％未満である場合は、地域の医療提供体制を確保しつつ、再編・ネットワーク化や経営形
態の見直しなどについて抜本的に見直すことを検討することが求められる。

５
入院患者１人１日当たり診
療収入

入院収益÷年延入院患者数 入院患者又は外来患者の診療、療養に係る収益について、患者１人１日当たりの平均単価を表す指標で
あり、経年比較で減少傾向にある場合や、類似病院の平均より下回っている場合は、その原因について
分析し、安定した収益が確保できるよう、改善へ向けて検討することが求められる。６

外来患者１人１日当たり診
療収入

外来収益÷年延外来患者数

７
職員給与費対医業収益比
率

職員給与費÷医業収益
医業収益の中で職員給与費が占める割合を表す指標。病院事業は人的サービスが主体であり、費用の
うち職員給与費が最も高い割合を占めている。なお、業務委託化が進んでいる病院は、委託料対医業収
益率と合わせて確認することも有効である。

８材料費対医業収益比率 材料費÷医業収益
医業収益の中で材料費が占める割合を表す指標。薬品費等を含む材料費は、費用のうち職員給与費に
次いで高い割合を占めており、類似病院平均より上回っている場合は、その原因について分析し、費用の
削減等へ向けて検討することが求められる。

基本情報

① 法適用区分

② 病院区分

③ 建物面積

④ 診療科数

⑤ ＤＰＣ対象病院

⑥ 特殊診療機能（※１）
※１：人間ドック、人工透析、ICU・CCU、
NICU・未熟児室、運動機能訓練室、がん
治療室

⑦ 不採算地区病院

⑧ 指定病院の状況（※２）
※２：救急告示病院、臨床研修病院、が
ん診療連携拠点病院、感染症指定医療
機関、へき地医療拠点病院、災害拠点病
院、地域医療支援病院、特定機能病院、
病院群輪番制病院

⑨ 看護配置

⑩ 経営形態

⑪ 許可病床（一般）

⑫ 許可病床（療養）

⑬ 許可病床（結核）

⑭ 許可病床（精神）

⑮ 許可病床（感染症）

⑯ 許可病床（合計）

⑰ 人口

⑱ 類似区分

⑲稼動病床（一般）

⑳稼動病床（療養）

㉑稼動病床（合計）

老朽化の状況 （資産の状況）

指標 算式 指標の用い方・効果

１有形固定資産減価償却率
有形固定資産減価償却累計額
÷有形固定資産のうち償却対
象資産の帳簿原価

保有資産がどのくらい法定耐用年数に近づいているかを把握・分析し、中長期的な観点から更新計画を
立てることが求められる。

２機械備品減価償却率
機械備品減価償却累計額÷償
却資産のうち機械備品の帳簿
原価

保有資産のうち、機械備品がどのくらい法定耐用年数に近づいているかを把握・分析し、中期的な観点か
ら更新計画を立てることが求められる。

３１床当たり有形固定資産
有形固定資産のうち償却対象
資産の帳簿原価÷年度末病床
数（合計）

１床あたりの有形固定資産の保有状況を表す指標。過大な投資は、将来的に減価償却費として収益的支
出の増大にもつながることから、類似病院平均より上回っている場合は、その原因について分析し、病床
規模に応じた投資とすることが求められる。

※緑色の網掛けは上下水道にない新指標
※赤字は新公立病院改革ガイドラインにおいてプランの中で必ず数値目標を設定することとしている指標

地域の医療を確保のため重要な役割を果たしている公立病院が、民間病院の立地が困難であるへき地における医療や、救急、周産期、小児医療等の不採算・特殊部門に係る医療などを担うこと
により指標が悪化することもあるなど、経営比較分析上の数値だけでは判断できない部分もあることから、当該役割を踏まえた比較・分析が可能となるよう記載欄を設けるもの。

地域において担っている役割

経営比較分析表を活用することにより、当該病院の経年比較や他病院との比較、複数の指標を組み合わせた分析を行い、経営の現状及び課題を的確かつ簡明に把握することが可能となることか
ら、更なる公立病院改革を進めるため各病院において策定された「新公立病院改革プラン」の進捗状況等を確認する上で有益な情報が得られるほか、議会や住民に対する経営状況の説明等に活用
することが求められる。

経営比較分析表における今後の展開

病院事業における「経営比較分析表(案)」の経営指標等について第６回研究会資料

経営指標は多数存在するが、具体的な改革に結びついていないのではないか？

目標・指標・日常業務を結びつけるプロセスを整備することで、経営改革を実現

・事業管理者、院長、事務長といった病院幹部が考える病院としての目標が、日常業務
のレベルで具体化されていない
・経営指標を用いた目標達成のためのPDCAサイクルが確立されていない
・目標達成のためのアクションが、組織の構成員やカウンターパートごとに具体化
されていない

院
長

事
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自
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自
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目標・手法・組織の連関性を意識した改善策の考え方 資料１２第４回研究会資料



医
師

看
護
師

○初診や所見の時間を効的かつ効率的に

○手術件数や外来・入院の比率の調整

診察時間と診療報酬等のデータの相関性
⇒所見目標時間の設定

手術開始時間の厳守

○個々の業務の回し方に関する時間効率性

○病棟内の業務量に見合った看護師の配置

バーコード管理による定型的な看護行為
の時間データの分析

看護必要度と看護実施のデータを用いた
業務量の比較

②経営目標の経営指標・データへの落とし込み

経営状況（収支）の改善を図る

①経営層の考える経営目標

③業務ターゲットの設定

部門ごとに、日常業務に関連づけた取組や数値目標を設定

④部門別の具体的アクションの設定

○進捗状況を部門ごとに
確認

○指標の改善状況を病院
全体でも確認

⇒病院全体で共有し、
部門ごとにフィードバック

⑤共有・モニタリング
の実施

(1) 効果的かつ効率的な医療スタッフの業務 (2) 診療報酬の高い診療事業にスタッフを投下

職員給与費対医業収益比率を下げる

類似団体に比べ、職員給与費対医業収益比率が高い

○経常収支比率 ●医業収支比率
第
１
次指

標

●職員給与費対医業収益比率
○材料費対医業収益比率
○委託料対医業収益比率

医業収支の改善

医療＝人的投資増で収入増を図る （職員数の削減が妥当な策ではない場合も多い）

総収支の改善

総収益に占める医業収益の割合が大きい
類似団体に比べ、医業収支比率が低い

第
２
次指

標

経営比較
分析表
を活用

目標・手法・組織の連関性を意識した改善策の具体的イメージ

選択肢として、職員給与費の削減か、収益の増加が考えられるが、

資料１３第４回研究会資料

A‐1 入院収益

A‐2 外来収益

A‐3 その他収益

A‐1‐a 入院単価

A‐1‐b 延べ患者数

A‐1‐b‐1 入院患者数

A‐1‐b‐2 退院患者数

A‐1‐b‐3 平均在院日数

A‐1‐b‐1‐1 外来経由

A‐1‐b‐1‐2 紹介経由

A‐1‐b‐1‐3 救急経由

A‐2‐a 外 来

A‐2‐b 在 宅

A‐2‐a‐1 外来単価

A‐2‐a‐2 外来患者数

A‐2‐a‐2‐1 初診患者数

A‐2‐a‐2‐2 再診患者数

B‐1 職員給与費

B‐2 材料費

B‐3 委託料

B‐3 その他経費

B‐1‐a  医 師

B‐1‐b  看護職

B‐1‐c   薬剤師

B‐1‐d  コメディカル

B‐1‐e 事務職

※部門別の具体的アクションの例
【医師：初診や所見の時間を効果的かつ効率的に】

Input Output

B‐3  → 診療時間の記録・
統計ソフト導入

B‐1‐a→ ソフトの趣旨理解
B‐1‐e

B‐1‐e → 初診・再診に関する
B‐3           診療報酬制度の特性

の把握

A‐2‐a‐1→ 所見目標時間
A‐2‐a‐2      の設定

A‐2‐a   → 外来収益の改善

A‐1‐b   → 手術・入院を
含めた資源投下
の最適化

B‐1‐a   → 医師の労働時間
の減少

職員給与費対
医業収益比率

システムや業務フローの導入により、
医業収益の向上と職員給与費の低下を図る

⇒例えば、職員給与費対医業収益比率の低下をもたらす

A 医業収益

B 医業費用

目標・手法・組織の連関性を意識した改善策と指標の関連性 資料１４第４回研究会資料



総収支比率

総収益

特別利益

経常収益

医業外収益

他会計繰入金
他会計繰入金

比率

国・県補助金等

医業収益

他会計繰入金

入院収益

職員１人１日当たり診
療収入（医師、看護師）

職員１人１日当たり入院
患者数（医師、看護師）

患者１人１日当たり
入院収益

入院患者数

病床数
100床当たり職員

数（部門別）

平均在院日数

病床利用率

外来収益

職員１人１日当たり診
療収入（医師、看護師）

職員１人１日当たり外来
患者数（医師、看護師）

患者１人１日当
たり外来収益

外来患者数 紹介率

総費用

経常費用

医業費用

職員給与費、職員数、
平均給与月額、平均

年齢（職種別）

職員給与費対
医業収益比率

材料費
材料費対医業
収益比率

委託料
委託料対医業

収益比率

薬品費

投薬

注射
その他医療材

料費
減価償却費

減価償却費対
医業収益比率

医業外費用

支払利息

看護学院費

特別損失

累積欠損金

累積欠損
金比率

経常収支
比率

医業収支
比率

経営指標に関する現状（経営指標の分類） 資料１５第４回研究会資料

・ 不採算地区病院と不採算地区以外の病院を比較すると、医業収支比率、職員給与比率及び病床利用率が大きく乖離しており、
近年は更にその乖離が広がる傾向にある。

不採算地区病院及び不採算地区以外の病院における直近５年間の経営指標の状況について

H23 H24 H25 H26 H27

医業
収支
比率

不採算地区病院 85.1％ 83.9％ 82.6％ 79.6％ 79.5％

不採算地区以外
の病院

93.0％ 93.4％ 92.8％ 90.9％ 90.5％

差 △7.9％ △9.6％
△10.2
％

△11.3
％

△11.0
％

経常
収支
比率

不採算地区病院 99.1％ 98.2％ 97.2％ 97.6％ 97.5％

不採算地区以外
の病院

100.4％ 100.5％ 99.6％ 99.2％ 98.8％

差 △1.3％ △2.3％ △2.4％ △1.6％ △1.3％

職員
給与
比率

不採算地区病院 61.4％ 62.4％ 62.2％ 64.8％ 65.2％

不採算地区以外
の病院

52.9％ 52.7％ 52.5％ 53.5％ 53.7％

差 ＋8.5％ ＋9.7％ ＋9.7％
＋

11.3％
＋

11.5％

病床
利用率

不採算地区病院 70.9％ 69.0％ 69.0％ 68.1％ 68.1％

不採算地区以外
の病院

74.9％ 74.5％ 74.0％ 73.5％ 73.4％

差 △4.0％ △5.5％ △5.0％ △5.4％ △5.3％

棒グラフ･･･左目盛
折れ線グラフ･･･右目盛

棒グラフ･･･左目盛
折れ線グラフ･･･右目盛

資料１６第５回研究会資料



医師充足
特定診療科で医師不

足
全体的に医師不足 未回答 計

全 体
114

（13.3%）
375

（43.7%）
367

（42.8%）
2

（0.2%）
858

うち、不採算地区病院
58

（20.5%）
74

（26.1%）
151

（53.4%）
0

（0.0%）
283

うち、不採算地区以外の病
院

56
（9.7%）

301
（52.3%）

216
（37.6%）

2
（0.4%） 575

10割 8割～10割 6割～8割 4割～6割 2割～4割 2割未満 非常勤無 未回答 計

全 体
2

（0.2%）
108

（12.6%）
168

（19.6%）
167

（19.5%）
167

（19.5%）
91

（10.6%）
63

（7.3%）
92

（10.7%）
858

うち、不採算
地区病院

2
（0.7%）

62
（21.9%）

67
（23.7%）

36
（12.7%）

48
（17.0%）

17
（6.0%）

14
（4.9%）

37
（13.1%）

283

うち、不採算
地区以外の病院

0
（0.0%）

46
（8.0%）

101
（17.6%）

131
（22.8%）

119
（20.7%）

74
（12.9%）

49
（8.5%）

55
（9.6%） 575

１）医師確保の状況についての認識
医師が全体的に不足していると認識している不採算地区病院（53.4％(151病院))は、不採算地区以外の病院（37.6％(216病院)）を約16ポイント上回っている。

２）病院内の医師数に対する非常勤医師の割合
病院内の６割以上が非常勤医師により構成されている不採算地区病院（46.3％(131病院))は、不採算地区以外の病院（25.6％(147病院)）を約21ポイント上回っている。

常勤医師より
低い

常勤医師と
同水準

常勤医師の
1倍以上

常勤医師の
1.5倍以上

常勤医師の
2倍以上

未回答 計

全 体
200

（23.3%）
221

（25.8%）
173

（20.2%）
105

（12.2%）
71

（8.3%）
88

（10.2%）
858

うち、不採算
地区病院

46
（16.2%）

81
（28.6%）

61
（21.6%）

31
（10.9%）

31
（11.0%）

33
（11.7%）

283

うち、不採算
地区以外の病
院

154
（26.8%）

140
（24.3%）

112
（19.5%）

74
（12.9%）

40
（6.9%）

55
（9.6%） 575

３）非常勤医師と常勤医師の給与比較
常勤医師の1.5倍以上の給与となっている非常勤医師は、不採算地区病院（21.9％（62病院））と不採算地区以外の病院（19.8％（114病院））で約2ポイント差と大きな差はない 。

（単位：病院）

（単位：病院）

（単位：病院）

平成29年２月13日付け「公立病院の実態調査等」の調査結果について 第５回研究会資料

平成29年２月13日付け「公立病院の実態調査等」の調査結果を踏まえた経営指標の状況

区 分
医業収支
比率

経常収支
比率

給与費
比率

医業費用
に占める
給与費の
構成比

全体的に
医師不足

不採算地区
病院

151病院
(53.4％)

78.5％ 97.8％ 67.1％ 52.6％

不採算地区
以外の病院

216病院
(37.6％)

89.6％ 98.6％ 55.4％ 49.6％

区 分
医業収支
比率

経常収支
比率

給与費
比率

医業費用
に占める
給与費の
構成比

病院内の
６割以上が
非常勤医師

不採算地区
病院

131病院
(46.3％)

81.4％ 98.2％ 64.8％ 52.7％

不採算地区
以外の病院

147病院
(25.6％)

89.6％ 97.7％ 56.2％ 50.4％

区 分
医業収支
比率

経常収支
比率

給与費
比率

医業費用
に占める
給与費の
構成比

非常勤医師
が常勤医師
の1.5倍以上
の給与

不採算地区
病院

62病院
(21.9％)

83.6％ 98.2％ 59.9％ 50.1％

不採算地区
以外の病院

114病院
(19.8％)

92.4％ 98.6％ 51.5％ 47.6％

１）医師確保の状況についての認識

２）病院内の医師数に対する非常勤医師の割合

３）非常勤医師と常勤医師の給与比較

⇒ 上記１）～３）のいずれの区分においても、不採算地区病院と不採算地区以外の病院について一定の条件下において経営指標を比較
すると、不採算地区病院がより厳しい経営状況であることが確認できる。

一方、４）において、不採算地区病院を医師が充足している病院と不足している病院とに分け、それぞれ非常勤医師が６割以上かつ
常勤医師の1.5倍以上の給与となっている病院の経営指標の比較をすると、充足している方が高い医業収支比率を示すことが確認でき、
給与が割高な非常勤医師であっても確保できれば医業収益の改善に寄与するものと考えられる。

区 分
医業収支
比率

経常収支
比率

給与費
比率

医業費用
に占める
給与費の
構成比

医師は充足している 78.8％ 98.3％ 63.2％ 49.8％

うち、
非常勤医師が６割以上

81.0％ 99.1％ 68.6％ 55.5％

うち、
非常勤医師が
常勤医師の
1.5倍以上の給与

85.8％ 97.8％ 60.8％ 52.2％

全体的に不足 78.5％ 97.8％ 67.1％ 52.6％

うち、
非常勤医師が６割以上

79.7％ 97.9％ 66.7％ 53.2％

うち、
非常勤医師が
常勤医師の
1.5倍以上の給与

81.5％ 98.6％ 61.3％ 50.0％

４）不採算地区病院における経営指標の状況

第５回研究会資料



H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

件数
（件）

2 26 38 43 38 29 14 19

平均建築単価
（千円／㎡）

270 276 307 326 353 472 491 406

平成21年度を100とした
場合の指数

100 102 114 121 131 175 182 150

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

件数
（件）

－ 8 24 26 25 10 8 17

平均建築単価
（千円／㎡）

－ 151 214 259 321 358 415 364

平成22年度を100とした
場合の指数

－ 100 142 172 213 237 275 241

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

件数
（件）

- 5 22 19 11 7 3 11

平均建築単価
（千円／㎡）

- 166 192 221 281 287 337 360

平成22年度を100とした
場合の指数

- 100 116 133 169 173 203 217

建築単価の推移（着工年度別）

【公的病院等】 ※日赤、済生会、厚生連、国立病院機構

【上記のうち国立病院機構】

【公立病院】

建築単価の実勢の推移等 資料１７第５回研究会資料

建築単価（㎡あたり） 公立病院 公的病院
うち、国立病院機構

25万円以下 1

25万円超～30万円以下 1 4 4

30万円超～35万円以下 4 5 3

35万円超～40万円以下 1 4 2

40万円超～45万円以下 1 3 2

45万円超～50万円以下 6 1

50万円超～55万円以下 1

55万円超～60万円以下 2

60万円超 2

合計 19 17 11

平成28年度着工事業における建築単価の分布

③ 現状を踏まえた課題

１．公立病院の建築単価は、公的病院等と比べて割高になっている状況が見受けられるが、その理由及び抑制策は何か。

２．病院事業債に係る普通交付税措置の対象となる建築単価を、公立病院の実勢に応じて見直すべきか。

資料１８第５回研究会資料



② 相互の医療機能の再編
○機能分担による病床規模又は診療科目の見直しを
伴うことが必要。

○経営主体が統合されていること。

再編に係る経費のみが対象
対象経費の例： 遠隔医療機器、情報システムの統合整備費、高度医療施設、高度医

療機器など

※ただし、経営主体の統合を伴わない場合でも、以下に掲げる全ての
取組が行われていれば再編に係る経費を対象とする。

・機能分担による病床規模又は診療科目の見直し
・共同購入等による医薬品、診療材料等の効率的調達
・医師の相互派遣による協力体制の構築
・医療情報の共有等による医療提供の連携体制の構築

新公立病院改革プランに基づき行われる公立病院等の再編・ネットワーク化に係る施設・設備の整備について、病
院事業債（特別分）を措置。

病院事業債の特別分の対象：元利償還金の40％を普通交付税措置〈特別分〉

① 複数病院の統合
○関係する複数病院が、統合により１以上減と
なることが原則。

○経営主体も統合されていること。

原則として整備費全額が対象

病院事業債（100％）

40%
元利償還金に応じて算入

病院事業債（100％）
25%

元利償還金に応じて算入

（参考）通常の整備に対する病院事業債のスキーム

病院事業債（特別分）の対象となる再編・ネットワーク化の要件 資料１９

方向性（案）

今後は、病床転換の促進により、病院の再編・ネットワーク化に加え、病院と介護施設等の複合化や病院から介護施設等への転用
のニーズが高まることが予想される。
これらの再編・ネットワーク化・複合化・転用事業に係る施設整備費については既に一定の地方財政措置がなされているが、医療と

介護等の連携を支援するため、複数の病院と介護施設等との再編・ネットワーク化を病院事業債（特別分）の中で位置づけることを検
討すべきか。

事業実施前 事業実施後 現行の地方財政措置

再編・ネット
ワーク化

既存の公立病院を統合し、一体の病院施
設として整備する。
⇒病院事業債（特別分）により措置

複合化
事業①

既存の公立病院と介護施設等を統合し、
これらの施設の機能を有した複合施設を整
備する。

⇒病院の附帯事業として実施する場合、病
院事業債により措置

複合化
事業②

既存の公立病院を改修し、介護施設等を
含む複合施設として利用する。

⇒病院の附帯事業として実施する場合、病
院事業債により措置

転用
事業

既存の公立病院を改修し、介護施設等と
して利用する。
⇒転用後の施設に応じて、
・介護サービス事業債（介護施設）、

・公共施設等適正管理推進事業債（社会
福
祉施設（一般会計債の対象施設））、

・公営住宅建設事業債（サービス付き高齢
者向け住宅）

により措置

病院Ａ 病院Ｂ

病院

再編・ネットワーク化後施設例

介護施設等

介護施設等

病院

複合施設例

介護施設等

病院

病院

介護施設等

複合施設例

病院

病院
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